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　保育所の運営や下水処理場の維持管理、介護保険制度などの
行政サービスは、公課により賄われています。

市・税務課　　４２‐１８０４

公課の納付義務と滞納者
への対応について
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《 保育料 》《 下水道使用料 》

《 下水道事業受益者負担金 》《 介護保険料 》

《 港湾施設使用料 》《 後期高齢者医療保険料 》
▼安定した保育所の運営のため、運営経費は国や
地方公共団体が負担しているほか、受益者である
保護者もその一部を保育料として負担していただ
いています。
●保育料を滞納した場合の対応
①納期限が過ぎた滞納者に対し、「督促状」を送
　付します。
　↓
②督促状送付後も納付や相談が無い場合は、「催
　告書」を送付します。
　↓
③催告書に応じない悪質滞納者には、「差押え予
　告書（警告文）」、さらに「差押え通告書（最終
　通告文」を送付し、それでも相談が無い場合は、
　児童手当支払い分から保育料を直接徴収（特別
　徴収）するほか、差押えを執行します。
　

▼下水処理場は、生活排水などを浄化し、きれい
にしてから海や川に流すための施設です。下水道
使用料は、下水処理場の運転や下水管の補修など
の費用として使われています。
●下水道使用料を滞納した場合の対応
　下水道使用料は、水道料金と合わせて徴収して
いることから、悪質滞納者に対しては、「給水停
止予告書（警告文）」を送付します。
　一定期間経過しても反応が無い場合は、「給水
停止決定通告書（最終通告文）」を送付し、それ
でも相談が無ければ、給水停止を行います。
　下水道使用料の納付書払いの場合は、市内の金
融機関（郵便局を除く）および契約のある全国の
コンビニエンスストアで納付することができま
す。また、口座振替もできますので、忘れずに納
期限までに納めましょう。
　

▼船舶が、留萌港に入港した際に、港湾施設使用料
がかかります。使用料には、入港料、けい船料、用
地使用料、占用料などがあります。徴収した使用料
は、港湾の維持管理・整備費などに充てられます。
　使用料の納期限は、使用許可日の翌月末日となり、
指定の金融機関で納付することができます。
●港湾施設使用料を滞納した場合の対応
①納期限が過ぎた滞納者に対し、「督促状」を送
　付します。
　↓
②督促状送付後も納付や相談が無い場合は、「催
　告書」を送付します。
　↓
③催告書に応じない悪質滞納者には、「差押え予
　告書（警告文）」、さらに「差押え通告書（最終
　通告文」を送付し、それでも相談が無い場合は
　差押えを執行します。

▼下水道事業受益者負担金は、公共下水道にかかわ
る事業に要する費用の一部として使われています。
●下水道事業受益者負担金を滞納した場合の対応
①納期限が過ぎた滞納者に対し、「督促状」を送
　付します。
　↓
②督促状送付後も納付や相談が無い場合は、「催
　告書」を送付します。
　↓
③催告書に応じない悪質滞納者には、「差押え予
　告書（警告文）」、さらに「差押え通告書（最終
　通告文」を送付し、それでも相談が無い場合は
　差押えを執行します。
　受益者負担金の納付は、年４回の５年分割となり
ますが、一括払いの申し出も可能です。市の指定金
融機関または収納代理金融機関をご利用ください。　
　口座振替での納付も可能です。

▼ 40歳以上の方は、介護保険の加入が義務付け
られています。また、介護保険の財源の半分は、
加入者が納める介護保険料で賄われています。
●介護保険料を滞納した場合の対応
①納期限が過ぎた滞納者に対し、「督促状」を送
　付します。
　↓
②督促状送付後も納付や相談が無い場合は、「催
　告書」を送付します。
　↓
③催告書に応じない悪質滞納者には、「差押え予
　告書（警告文）」、さらに「差押え通告書（最終
　通告文」を送付し、それでも相談が無い場合は
　差押えを執行します。
　介護保険料を滞納してしまうと、介護サービス
を利用する際に介護サービス費用の全額負担や３
割負担になる場合があります。

▼後期高齢者医療保険は、75 歳以上の方や 65
歳から 74歳までの方で一定の障がいを持つ方を
対象にした保険制度です。これにより、納めた保
険料額にかかわらず、同程度の医療を受けること
ができます。
●後期高齢者医療保険料を滞納した場合の対応
①納期限が過ぎた滞納者に対し、「督促状」を送
　付します。
　↓
②督促状送付後も納付や相談が無い場合は、「催
　告書」を送付します。
　↓
③催告書に応じない悪質滞納者には、「差押え予
　告書（警告文）」、さらに「差押え通告書（最終
　通告文」を送付し、それでも相談が無い場合は
　差押えを執行します。
　

　　市・教育委員会子育て支援課　　
　　４２-１８０８
問　　市・上下水道課　　

　　４２-５１５１
問　　市・経済港湾課 　　

　　４２-１８４０
問　　市・市民課 　　

　　４２-１８０５
問

　　市・上下水道課　　
　　４２-２０４９
問　　市・介護支援課（はーとふる内） 　　

　　４９-６０７０
問


